
 

市長への提言及びわたしの提言に係る処理要領 

平成３０年１０月１７日制定  

(趣旨） 

第１条 この要領は、市長への提言及びわたしの提言取扱要綱の規定に基づく、市長へ

の提言及びわたしの提言（以下「提言」という。）及び第３条第１項から第９号に

該当する提言として取扱わないものに係る処理について、必要な事項を定めるもの

とする。  

 (提言の処理） 

第２条 提言は、次の各号に従い処理するものとする。 

（１）   提言の内容が単独の部局にのみ関係する場合 

ア  広報広聴課長は、提言を受け付けたときは、直ちに市長まで供覧し、提言に

関して該当する所管部署の市政相談業務担当部次長（以下「所管部次長」とい

う。）に回答依頼するとともに、「市長への提言フォーム」又は「わたしの提言

（紙投書）」管理画面（以下「管理画面」という。）の「申請状況」を処理状況

にあわせて更新する。 

イ  所管部次長は、回答依頼のあった提言の内容を確認し、当該提言の処理につ

いて所管部署の長（以下「所管課長等」という。）へ指示する。 

ウ  所管部次長から指示を受けた所管課長等は、回答依頼に対する回答について、

所定の決裁を経た後、回答書（第１号様式）により広報広聴課長へ回答するも

のとする。ただし、提言内容に応じ必要な場合は、事前に市長と協議した上で

回答するものとする。 

（２）  提言の内容が複数の部局に関係する場合 

ア  広報広聴課長は提言を受け付けたときは、直ちに市長まで供覧し、提言に関

して該当する所管部署の市政相談業務担当部次長に回答依頼するとともに、管

理画面の「申請状況」を処理状況にあわせて更新する。 

イ 提言の内容に関係する所管部次長は、当該提言の処理について、相互に連携、

調整を図り、所管する所管課長等に指示する。 

   なお、所管部次長間で調整が難しいと判断される場合は、市政相談業務担当の

総合政策部次長が調整するものとする。 

ウ  所管部次長から指示を受けた所管課長等は、回答依頼に対する回答について、



 

所定の決裁を経た後、回答書（第１号様式）により広報広聴課長へ回答するも

のとする。ただし、提言内容に応じ必要な場合は、事前に市長と協議した上で

回答するものとする。 

２ 広報広聴課長は前項の処理により、所属課長等から回答を受けた時は、所定の決裁

を受けた後、提出者に回答するとともに、管理画面の「申請状況」を処理状況にあわ

せて更新する。回答は原則郵便で行うものとする。 

３  提言者への回答については、広報広聴課受理日から原則１４日以内とする。ただし、

当該期間内に回答できないと判断とされる場合は、所管部次長が速やかにその旨及び

延長期間を提出者に連絡するものとする。 

４ 広報広聴課長は、提出者へ回答後、市長に提言処理内容について報告する。 

（提言として取扱わないものの対応） 

第３条 市長への提言及びわたしの提言取扱要綱第３条１項第１号から９号に該当した

場合の提言の取扱は別表のとおりとする。 

 （行政相談の処理） 

第４条 前条において行政相談として対応する場合（行政相談に準じて対応する場合を

含む）は、次の手順で処理するものとする。 

 （１）広報広聴課長は受け付けた提言内容から所管部署を決定し、総合政策部長まで

供覧する。 

（２）広報広聴課長は前号で決定した所管部署の市政相談業務担当部次長に提言の提

出者への回答等の対応を依頼するとともに、管理画面の「申請状況」を処理状況

にあわせて更新する。 

（３）所管部次長は前号において依頼のあった提言の内容を確認後、提言者への回答

の要否を判断し、所管課長等へ対応を指示するとともに、管理画面の「申請状況」

を処理状況にあわせて更新する。 

（４）所管課長等は、回答が必要な場合は、所定の決裁を受けた後、提出者に回答す

るとともに、管理画面の「申請状況」を処理状況にあわせて更新する。また、回

答が不要の場合は、課内で供覧する。 

（５）回答が必要な場合の提言者への回答については、広報広聴課受理日から原則１

４日以内とする。ただし、当該期間内に回答できないと判断とされる場合は、所

管部次長が速やかにその旨及び延長期間を提出者に連絡するものとする。 



 

２ 提言の内容が複数の部署に関係する場合は、広報広聴課長が調整を行い、主たる 

所管部署の決定を行うものとする。 

３ 所管課長等は、提出者へ回答等対応後、広報広聴課長に（第２号様式）により報

告するものとする。 

（広報広聴課限りの処理） 

第５条 広報広聴課長は、第３条において広報広聴課限りとして対応する場合において、

総合政策部長まで供覧するとともに、管理画面の「申請状況」を処理状況にあわせ

て更新する。 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し、必要な事項は別にさだ

める。 

附 則 

 この要領は、平成３０年１１月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和４年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 提言として取扱わないものの対応 

号番号※１ 区分 対応 備考 

（１） 

（３） 

（５） 

（６） 

（８） 

行政相談 

 

所管部署において行政

相談として対応する。 

（供覧又は回答） 

 

（７） 行政相談 所管部署において行政

相談に準じて対応する。

（供覧） 

必要に応じて適切な提

出先を案内する。 

（２） 

（４） 

広報広聴課限り 

 

供覧 

 

 

（９） 広報広聴課限り 供覧 広報広聴課が提言とし

て取扱わない理由を付

して決裁を取る。 

※１ 市長への提言及びわたしの提言取扱要綱第３条１項の対象となる号番号 

 



 

第１号様式 

(市長への提言・わたしの提言） 回答 

                                                           第           号 

                                                         年   月    日 

                

      総合政策部長 様                 

      （広報広聴課扱い） 

                             所管部長名 

                            （  課扱い） 

                下記のとおり回答します。 

                                                                         

   

 【件  名】 

 

 

 【回  答】 



 

第２号様式 

 

 

提言個別（行政相談）回答報告 

報告日 

   年   月    日 

・    課長           （電話      ） 

・担当者名            （電話        ） 

 

【件名】 

 

 

 ○報告内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


